
スポーツ安全保険の注意事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ●申込を行った団体での活動のみ補償対象となりますのでご注意ください。 

 ●複数の団体で活動する方は、団体ごとに加入するか、ワイドコースに加入してください。 

  ※令和８年度掛金改定【スポーツ活動を行う大人（64歳以下）：C・CW区分のみ】 

  例①：２団体で活動  ２，０００円×２＝４，０００円 

  例②：３団体で活動  ２，０００円×３＝６，０００円 

              （ワイドコース ５，０００円） 

 

※団体の管理下における団体活動とは 
 
 次の２つの条件をいずれも満たす活動をいいます 

 ・日時、場所、内容等、団体が定めた活動計画に基づき、指導監督者等の指示に従った活動 

 ・加入時にご提出いただいた団体員名簿に記載された者が集って行う活動 
 
 具体的には集合から解散までの間となります。 

  

 

 

 

 

 

 

 合宿などの場合は、宿泊、旅行の全行程が対象となります。 

 団体の指示に基づいた次の活動については「団体の管理下における団体活動」として扱います。 

 ・被保険者が団体の代表として、団体代表の承認を得て、国、地方公共団体、(公財)日本スポー 

ツ協会、(公財)日本レクリエーション協会等（加盟団体およびその傘下団体を含む）が市区町 

村以上の規模で開催する各種研修会、講習会または協議会に参加して行う活動 

 ・大会説明会、抽選会への出席等、団体の運営上必要な付随活動 

 ・昇級、昇段試験または資格取得の各種審査会等に参加して行う活動 など 

 （注）協議会における事故は補償されますが、別途、選抜チーム・トレセン等の管理下で実施さ 

れる活動(練習・合宿等)は補償されません。その際には選抜チーム・トレセン等の団体と 

して加入してください 
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